
　

安
倍
内
閣
は
５
月
14
日
に
平
和
安

全
法
制
に
つ
い
て
閣
議
決
定
を
行
い

国
会
に
提
出
し
た
。
わ
が
国
を
取
り

巻
く
安
全
保
障
環
境
は
、
一
層
厳
し

さ
を
増
し
て
お
り
、
国
民
の
命
と
平

和
な
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
は
、
政
府

の
最
も
重
要
な
責
務
で
あ
る
。
わ
が

国
の
安
全
を
確
保
し
て
い
く
に
は
、

日
米
間
の
安
全
保
障
・
防
衛
協
力
を

強
化
す
る
と
と
も
に
、
域
内
外
の

パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
信
頼
及
び
協
力
関

係
を
深
め
た
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
態

に
切
れ
目
の
な
い
対
応
を
可
能
と
す

る
法
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　

切
れ
目
の
な
い
平
和
安
全
法
制
を

整
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
わ
が
国
の

平
和
と
安
全
」
及
び
「
国
際
社
会
の

平
和
と
安
全
」
を
、
よ
り
一
層
確
保

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
わ
が

国
の
平
和
と
安
全
の
た
め
に
は
、
国

際
社
会
の
平
和
と
安
全
も
重
要
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
役
割
を

拡
大
し
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て

責
任
あ
る
貢
献
を
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
平
和
安
全
法
制
の
成
立
に
よ

り
国
際
的
な
平
和
協
力
活
動
に
更
な

る
貢
献
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

よ
っ
て
、
政
府
及
び
国
会
に
お
か

れ
て
は
自
衛
隊
法
を
は
じ
め
と
す
る

関
係
法
制
と
一
体
的
に
審
議
を
進
め
、

国
会
審
議
の
な
か
で
国
民
の
理
解
を

得
る
努
力
を
図
り
、
必
要
な
審
議
が

尽
く
さ
れ
た
際
に
は
、
平
和
安
全
法

制
の
今
国
会
で
の
成
立
を
図
る
よ
う

強
く
求
め
る
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

安
全
保
障
法
制
担
当
・
外
務
大
臣
、

内
閣
官
房
長
官
あ
て
）

南東側からのイメージ（全景）
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平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
意
見
書

可
決
し
た
意
見
書
等

 

（
要
旨
）

外
国
人
の
人
権
が
十
分
尊
重
さ
れ

る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

ふ
る
ぼ
う
知
生
議
員
の
猛
省
と
よ

り
誠
実
な
謝
罪
な
ら
び
に
再
発
防

止
を
求
め
る
決
議

　

豊
島
区
に
は
、
現
在
、
2.3
万
人
の

外
国
人
が
暮
ら
し
て
お
り
、
区
民
の

お
よ
そ
12
人
に
１
人
に
及
ん
で
い
る
。

ま
た
、
東
京
を
訪
れ
る
外
国
人
は
、

平
成
26
年
に
は
880
万
人
を
超
え
、
過

去
最
多
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
、
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
の
開
催
を
控
え
、
東
京
を
訪
れ
る

外
国
人
の
数
は
ま
す
ま
す
増
加
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
様
々
な
国
か
ら
東
京
に
集

ま
る
外
国
人
は
、
多
様
な
文
化
や
価

値
観
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
持
ち
、

こ
れ
が
東
京
の
伝
統
文
化
と
相
ま
っ

て
、
自
由
で
豊
か
な
国
際
都
市
東
京

の
活
力
を
生
み
出
し
て
い
る
と
も
い

え
る
。

　

一
方
、
都
内
を
始
め
全
国
の
都
市

に
お
い
て
、
特
定
の
国
籍
の
外
国
人

を
排
斥
す
る
趣
旨
の
言
動
、
い
わ
ゆ

る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
行
わ
れ
る
な

ど
、
外
国
人
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
て

い
る
事
態
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
、

一
人
一
人
が
豊
か
で
安
心
し
て
生
活

で
き
る
成
熟
し
た
社
会
を
実
現
す
る

た
め
に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

憲
章
で
は
、「
人
種
、
宗
教
、
政
治
、

性
別
、
そ
の
他
の
理
由
に
基
づ
く
国

や
個
人
に
対
す
る
差
別
」
を
禁
じ
て

お
り
、
こ
の
理
念
を
開
催
都
市
東
京

に
お
い
て
も
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
国
会

及
び
政
府
に
対
し
、
外
国
人
の
人
権

が
十
分
尊
重
さ
れ
る
よ
う
、
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
対
策
を
含
め
た
幅
広
い
啓

発
活
動
を
行
う
な
ど
、
実
効
性
の
あ

る
対
策
を
講
ず
る
よ
う
強
く
要
請
す

る
。

　

本
年
６
月
11
日
に
発
生
し
た
豊
島

刷
新
の
会
の
ふ
る
ぼ
う
知
生
議
員
に

よ
る
豊
島
副
都
心
開
発
調
査
特
別
委

員
会
の
意
図
的
・
計
画
的
欠
席
は
、

豊
島
区
議
会
会
議
規
則
第
２
条
が
規

定
す
る
、
会
議
等
の
欠
席
の
理
由
を

「
事
故
」
の
場
合
と
い
う
、
緊
急
や

む
を
得
な
い
事
由
に
限
っ
て
い
る
こ

と
に
反
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
当

人
も
委
員
会
開
会
日
時
を
知
っ
て
い

た
う
え
で
、
な
お
か
つ
事
前
の
正
副

議
長
の
再
三
に
わ
た
る
忠
告
な
い
し

制
止
を
ふ
り
き
っ
て
挙
行
さ
れ
た
重

大
な
事
件
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
件
は
、
過
去
に
も

例
が
な
く
、
区
民
の
政
治
に
対
す
る

信
頼
を
損
な
い
、
豊
島
区
議
会
の
名

誉
を
傷
つ
け
、
権
威
を
失
墜
さ
せ
、

議
会
を
混
乱
さ
せ
た
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
当
人
の
謝
罪
も
は
な
は
だ
不
十

分
な
も
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
こ
こ
に
、
ふ
る
ぼ
う
知
生

議
員
の
猛
省
と
よ
り
誠
実
な
謝
罪
を

求
め
る
と
と
も
に
、
今
後
、
豊
島
区

議
会
議
員
と
し
て
、
二
度
と
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
、
再
発

防
止
を
求
め
る
こ
と
を
決
議
す
る
。

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
・

総
務
・
法
務
・
外
務
大
臣
あ
て
）
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第 ２ 回
定 例 会

　平成 27 年第 2 回定例会は、6 月
19 日から 7月 3 日までの 15 日間に
わたって開会されました。
　今定例会では、各会派議員による
一般質問が行われたほか、区長提出
議案 18 件を可決、議員提出議案は
3 件を可決、3 件を否決し、報告 2
件を了承しました。
　請願・陳情は、8 件を不採択、2
件を閉会中の継続審査としました。


